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伊方発電所原子炉施設保安規定 第１編 申請箇所 整理表 
 

 
 

                                                                                    （○：今後の審査予定の条文） 

変更後保安規定目次 
組織整備 

（R4.1.28 申請） 
1，2 号廃止措置計画変更（案） 影響 

第１章 総   則    

    第１条 目的 － － － 

    第２条 基本方針 － － － 

    第２条の２ 関係法令および保安規定の遵守 － － － 

第２章 品質マネジメントシステム    

    第３条 品質マネジメントシステム計画 － － － 

第３章 保安管理体制    

  第１節 組織および職務    

    第４条 保安に関する組織 ○（組織図の変更） － － 

    第５条 保安に関する職務 ○（職務の変更） － － 

  第２節 原子力発電安全委員会および伊方発電所安全運営委員会    

    第６条 原子力発電安全委員会 － － － 

    第７条 伊方発電所安全運営委員会 

○ 

（職務の変更により、委員の人数が変更す

るため、第４項を変更） 

－ 

－ 

  第３節 主任技術者    

    第８条 原子炉主任技術者の選任 
○ 

（原子炉主任技術者の兼務する課長を削除） 
－ 

－ 

    第８条の２ 電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の選任 － － － 

    第９条 原子炉主任技術者の職務等 － － － 

    第９条の２ 電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の職務等 － － － 

    第 10 条 削除    

第４章 運転管理    

  第１節 通  則    

    第 11 条 構成および定義 － － － 

    第 11 条の２ 原子炉の運転期間 － － － 

    第 12 条 運転員等の確保 

○ 

（所管課長の名称変更：訓練計画課長 

⇒安全技術課長） 

－ － 

    第 12 条の２ 運転管理業務 － － － 

    第 13 条 巡視点検 － － － 

    第 14 条 運転管理に関する内規の作成 － － － 

    第 15 条 引継 － － － 

    第 16 条 原子炉起動前の確認事項 － － － 

        第 17 条 火災発生時の体制の整備 

○ 

（所管課長の名称変更：防災課長 

⇒保修統括課長、総務課長） 

－ － 

        第 17 条の２ 内部溢水発生時の体制の整備 

○ 

（所管課長の名称変更：防災課長 

⇒保修統括課長） 

－ － 

第 17 条の２の２ 火山影響等発生時の体制の整備 

○ 

（所管課長の名称変更：防災課長 

⇒保修統括課長） 

－ － 
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伊方発電所原子炉施設保安規定 第１編 申請箇所 整理表

変更後保安規定目次 
組織整備 

（R4.1.28 申請） 
1，2 号廃止措置計画変更（案） 影響 

第 17 条の３ その他自然災害発生時等の体制の整備 

○ 

（所管課長の名称変更：防災課長 

⇒保修統括課長）

－ － 

第 17 条の３の２ 有毒ガス発生時の体制の整備 － － － 

第 17 条の４ 資機材等の整備 － － － 

第 17 条の５ 重大事故等発生時の体制の整備 

○ 

（所管課長の名称変更：訓練計画課長 

⇒安全技術課長）

－ － 

第 17 条の６ 大規模損壊発生時の体制の整備 

○ 

（所管課長の名称変更：訓練計画課長 

⇒安全技術課長）

－ － 

第２節 運転上の留意事項 

第 18 条 水質管理 － － － 

第 18 条の２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁管理 － － － 

  第３節 運転上の制限 

    第 19 条 停止余裕 － － － 

第 20 条 臨界ボロン濃度 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

    第 21 条 減速材温度係数 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 22 条 制御棒動作機能 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 23 条 制御棒の挿入限界 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 24 条 制御棒位置指示 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 25 条 炉物理検査 －モード１－ － － － 

第 26 条 炉物理検査 －モード２－ 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 27 条 化学体積制御系（ほう酸濃縮機能） － － － 

第 28 条 原子炉熱出力 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 29 条 熱流束熱水路係数（FＱ(Z)） 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 30 条 核的エンタルピ上昇熱水路係数 (FＮ
ΔＨ） 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 
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伊方発電所原子炉施設保安規定 第１編 申請箇所 整理表 
 

 
 

変更後保安規定目次 
組織整備 

（R4.1.28 申請） 
1，2 号廃止措置計画変更（案） 影響 

       第 31 条 軸方向中性子束出力偏差 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ － 

       第 32 条 1/4 炉心出力偏差 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ － 

       第 33 条 計測および制御設備 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ － 

       第 34 条 ＤＮＢ比  － － － 

       第 35 条 １次冷却材の温度・圧力および１次冷却材温度変化率 － － － 

       第 36 条 １次冷却系 －モード３－ － － － 

       第 37 条 １次冷却系 －モード４－ － － － 

       第 38 条 １次冷却系 －モード５（１次冷却系満水）－ － － － 

       第 39 条 １次冷却系 －モード５（１次冷却系非満水）－ － － － 

       第 40 条 １次冷却系 －モード６（キャビティ高水位）－ － － － 

       第 41 条 １次冷却系 －モード６（キャビティ低水位）－ － － － 

       第 42 条 加圧器 － － － 

       第 43 条 加圧器安全弁 － － － 

       第 44 条 加圧器逃がし弁  － － － 

       第 45 条 低温過加圧防護 － － － 

       第 46 条 １次冷却材漏えい率 － － － 

       第 47 条 蒸気発生器細管漏えい監視 － － － 

       第 48 条 余熱除去系への漏えい監視 － － － 

       第 49 条 １次冷却材中のよう素 131 濃度 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ － 

       第 50 条 蓄圧タンク － － － 

       第 51 条 非常用炉心冷却系 －モード１，２および３－ － － － 

       第 52 条 非常用炉心冷却系 －モード４－ － － － 

       第 53 条 燃料取替用水タンク  － － － 

       第 54 条 削除 － － － 

       第 55 条 原子炉格納容器 － － － 

       第 56 条 原子炉格納容器真空逃がし系 － － － 

       第 57 条 原子炉格納容器スプレイ系 － － － 

       第 58 条 アニュラス空気浄化系 － － － 

       第 59 条 アニュラス  － － － 

       第 60 条 主蒸気安全弁 － － － 

       第 61 条 主蒸気隔離弁 － － － 

       第 62 条 主給水隔離弁，主給水制御弁および主給水バイパス制御弁 － － － 

       第 63 条 主蒸気逃がし弁 － － － 

       第 64 条 補助給水系 － － － 

       第 65 条 補助給水タンク － － － 

       第 66 条 原子炉補機冷却水系 － － － 
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変更後保安規定目次 
組織整備 

（R4.1.28 申請） 
1，2 号廃止措置計画変更（案） 影響 

第 67 条 原子炉補機冷却海水系 － － － 

第 68 条 制御用空気系 － － － 

第 69 条 中央制御室非常用循環系 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 70 条 安全補機室空気浄化系 － － － 

第 71 条 燃料取扱建屋空気浄化系 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 72 条 外部電源 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 73 条 ディーゼル発電機 －モード１，２，３および４－ － － － 

   第 74 条 
ディーゼル発電機 －モード５，６および使用済燃料ピットに燃料体を貯

蔵している期間－ 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 75 条 ディーゼル発電機の燃料油，潤滑油および始動用空気 － － － 

第 76 条 非常用直流電源 －モード１，２，３および４－ － － － 

第 77 条 非常用直流電源 －モード５，６および照射済燃料移動中－ 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 78 条 所内非常用母線 －モード１，２，３および４－ － － － 

第 79 条 所内非常用母線 －モード５，６および照射済燃料移動中－ 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 80 条 １次冷却材中のほう素濃度 －モード６－ － － － 

第 81 条 原子炉キャビティ水位 － － － 

第 82 条 原子炉格納容器貫通部－モード５および６－ － － － 

第 83 条 使用済燃料ピットの水位および水温 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 84 条 重大事故等対処設備 

○ 

（所管課長の名称変更： 

安全技術課長⇒原子燃料課長 

および 

土木建築課長⇒土木建築保守課長） 

－ － 

第 84 条の２ 特重施設を構成する設備 － － － 

第 85 条 １次冷却系の耐圧・漏えい検査の実施 － － － 

第 85 条の２ 安全注入系逆止弁漏えい検査の実施 － － － 

第 86 条 運転上の制限の確認 － － － 

第 87 条 運転上の制限を満足しない場合 － － － 

第 88 条 予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合 － － － 

第 89 条 運転上の制限に関する記録 － － － 
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変更後保安規定目次 
組織整備 

（R4.1.28 申請） 
1，2 号廃止措置計画変更（案） 影響 

  第４節 異常時の措置     

       第 90 条 異常時の基本的な対応 － － － 

       第 91 条 異常時の措置 － － － 

       第 92 条 異常収束後の措置 － － － 

第５章 燃料管理    

       第 93 条 新燃料の運搬 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ － 

       第 94 条 新燃料の貯蔵 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ － 

       第 95 条 燃料の検査 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ － 

       第 96 条 燃料の取替等 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ － 

       第 97 条 使用済燃料の貯蔵 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ － 

       第 97 条の２ 使用済燃料ピットの管理 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ － 

       第 98 条 使用済燃料の運搬 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ － 

第６章 放射性廃棄物管理    

       第 98 条の２ 放射性廃棄物管理に係る基本方針 － － － 

       第 99 条 放射性固体廃棄物の管理  

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

○ 

（記載の適正化：強酸ドレン等に関する

「等」は 1,2u 濃縮廃液（セメント固化装

置）であり第 2編で管理しているため記載

を削除） 

組織整備は第 99 条第１項(５)、第３項(３)

の所管課長の名称変更であり、廃止措置は

第 99 条１項(２)の放射線・化学管理課長が

実施する業務の変更であるため影響はな

い。 

       第 99 条の２ 放射性廃棄物でない廃棄物の管理 － － － 

       第 99 条の３ 事故由来放射性物質の降下物の影響確認  － － － 

       第 99 条の４ 輸入廃棄物の確認 － － － 

       第 100 条 放射性液体廃棄物の管理 － 

○ 

（放出管理目標値を廃止措置計画変更認可

申請書記載のとおり変更） 

－ 

       第 101 条 放射性気体廃棄物の管理 － － － 

       第 102 条 放出管理用計測器の管理 － － － 

       第 103 条 頻度の定義 － － － 

第７章 放射線管理    

       第 103 条の２ 放射線管理に係る基本方針 － － － 
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変更後保安規定目次 
組織整備 

（R4.1.28 申請） 
1，2 号廃止措置計画変更（案） 影響 

  第１節 区域管理    

       第 104 条 管理区域の設定・解除 － － － 

       第 105 条 管理区域内における区域区分 － － － 

       第 106 条 管理区域内における特別措置 － － － 

       第 107 条 管理区域への出入管理 － － － 

       第 108 条 管理区域出入者の遵守事項 － － － 

       第 109 条 保全区域 － － － 

       第 110 条 周辺監視区域 － － － 

  第２節 被ばく管理    

       第 111 条 放射線業務従事者の線量管理等 － － － 

       第 112 条 床・壁等の除染 － － － 

  第３節 外部放射線に係る線量当量率等の測定    

       第 113 条 外部放射線に係る線量当量率等の測定 － － － 

       第 113 条の２ 平常時の環境放射線モニタリング － － － 

       第 114 条 放射線計測器類の管理 － － － 

  第４節 物品移動の管理    

       第 115 条 管理区域外等への搬出および運搬 － － － 

       第 116 条 発電所外への運搬 － － － 

  第５節 協力会社の放射線防護    

       第 117 条 協力会社の放射線防護 － － － 

  第６節 その他    

       第 118 条 頻度の定義 － － － 

第８章 施設管理    

       第 119 条 施設管理計画 － － － 

       第 119 条の２ 使用前事業者検査の実施 － － － 

       第 119 条の３ 定期事業者検査の実施 － － － 

       第 119 条の４ 原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価および長期施設管理方針 － － － 

第９章 非常時の措置         

       第 120 条 原子力防災組織 － － － 

       第 121 条 原子力防災要員 － － － 

       第 121 条の２ 緊急作業従事者の選定  － － － 

       第 122 条 原子力防災資機材等の整備 － － － 

       第 123 条 通報経路 － － － 

       第 124 条 原子力防災訓練 － － － 

       第 125 条 通  報 － － － 

       第 126 条 非常体制の発令 － － － 

       第 127 条 応急措置  － － － 

       第 128 条 緊急時における活動 － － － 

       第 128 条の２ 緊急作業従事者の線量管理等 － － － 

       第 129 条 非常体制の解除 － － － 

第 10 章 保安教育    

       第 130 条 所員への保安教育 － 

○ 

（廃止措置の進捗に伴い、運転員の教育対

象者の名称を変更予定） 

－ 
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伊方発電所原子炉施設保安規定 第１編 申請箇所 整理表

変更後保安規定目次 
組織整備 

（R4.1.28 申請） 
1，2 号廃止措置計画変更（案） 影響 

第 131 条 協力会社従業員への保安教育 － － － 

第 11 章 記録および報告 

   第 132 条 記 録 － － － 

   第 133 条 報 告 － － － 

添付１ 異常時の運転操作基準（第 91 条関連） － － － 

添付２ 

火災，内部溢水，火山現象（降灰），自然災害および有毒ガス対応に係る

実施基準（第 17 条，第 17 条の２，第 17 条の２の２，第 17 条の３および

第 17 条の３の２関連） 

○ 

（所管課長の名称変更による明確化 

：防災課長 

⇒保修統括課長、総務課長）

－ － 

添付３ 
重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準（第 17 条の５および第

17 条の６関連） 

○ 

（所管課長の名称変更による明確化 

：防災課長⇒保修統括課長 

および 

所管課長の名称変更：訓練計画課長 

⇒安全技術課長）

－ － 

添付４ 管理区域図（第 104 条および第 105 条関連） － － － 

添付５ 保全区域図（第 109 条関連） － － － 

添付６ 削除 － － － 
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伊方発電所原子炉施設保安規定 第２編 申請箇所 整理表

 

（○：今後の審査予定の条文）

変更後保安規定目次 
組織整備 

（R4.1.28 申請） 
1，2 号廃止措置計画変更（案） 影響 

第２編  廃止措置段階の発電用原子炉施設編（１号炉および２号炉に係る保安措置） 

第１章 総 則 

第 201 条 目  的 － － － 

第 202 条 基本方針 － － － 

第 202 条の２ 関係法令および保安規定の遵守 － － － 

第２章 品質保証 

第 203 条 品質マネジメントシステム計画 － － － 

第３章 保安管理体制 

第１節 組織および職務 

第 204 条 保安に関する組織 ○（組織図の変更） － － 

第 205 条 保安に関する職務 ○（職務の変更） － － 

第２節 原子力発電安全委員会および伊方発電所安全運営委員会 

第 206 条 原子力発電安全委員会 － － － 

第 207 条 伊方発電所安全運営委員会 

○ 

(職務の変更により、委員の人数が変更する

ため、第４項を変更) 

－ 

－ 

第３節 廃止措置主任者 

第 208 条 廃止措置主任者の選任 － － － 

第 209 条 廃止措置主任者の職務等 － － － 

第４章 廃止措置管理 

  第１節 通  則 

第 211 条 構成および定義 － － － 

第 212 条 運転員等の確保 － － － 

第 212 条の２ 運転管理業務 － － － 

第 213 条 巡視 － － － 

第 214 条 廃止措置管理に関する内規の作成 － － － 

第 215 条 引  継 － － － 

第 216 条 原子炉の運転停止に関する恒久的な措置 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長）

－ － 

第 217 条 火災発生時の体制の整備 

○ 

（所管課長の名称変更：防災課長 

⇒保修統括課長、総務課長）

－ － 

第 217 条の２ 地震・火災等発生時の措置 － － － 

第 217 条の３ 内部溢水発生時等の体制の整備 

○ 

（所管課長の名称変更による明確化 

防災課長⇒保修統括課長 

および 

訓練計画課長⇒安全技術課長） 

－ － 

   第２節 廃止措置管理 

第 218 条 安全貯蔵措置 － － － 

第 218 条の２ 工事の計画および実施 － － － 

第 218 条の３ 工事完了の報告 － － － 

（第 219 条～第 282 条 条文 

なし） 
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伊方発電所原子炉施設保安規定 第２編 申請箇所 整理表 
 

 
 

変更後保安規定目次 
組織整備 

（R4.1.28 申請） 
1，2 号廃止措置計画変更（案） 影響 

  第３節 施設運用上の基準    

    第 283 条 使用済燃料ピットの水温 － － － 

   （第 284 条～第 285 条 条文 

なし） 
  

 －  

    第 286 条 施設運用上の基準の確認 － － － 

    第 287 条 施設運用上の基準を満足しない場合 － － － 

   （第 288 条 条文なし）      

    第 289 条 施設運用上の基準に関する記録  － － － 

   （第 290 条～第 292 条 条文 

なし） 
  

   

第５章 燃料管理    

    第 293 条 新燃料の運搬 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ 

－ 

    第 294 条 新燃料の貯蔵 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ － 

   （第 295 条～第 296 条 条文 

    なし） 
  

   

    第 297 条 使用済燃料の貯蔵 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

○ 

（１号炉への使用済燃料の貯蔵はないことか

ら１号炉の記載を削除予定） 

組織整備では、所管課長名称が変わるの

みであり、使用済燃料を貯蔵する方針に

影響はない。 

    第 298 条 使用済燃料の運搬 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

－ － 

第６章 放射性廃棄物管理    － 
    第 298 条の２ 放射性廃棄物管理に係る基本方針 － － － 

    第 299 条 放射性固体廃棄物の管理 

○ 

（所管課長の名称変更：安全技術課長 

⇒原子燃料課長） 

○ 

（廃止措置計画変更認可申請を踏まえた保安

規定への反映として、固化装置の記載の削除

予定） 

組織整備は第 299 条第 1項(５)および第

３項(３)の所管課長の名称変更であり、

廃止措置は第 299 条１項(２)の放射線・

化学管理課長が実施する業務の変更であ

るため影響はない。 

    第 299 条の２ 放射性廃棄物でない廃棄物の管理 － － － 

    第 299 条の３ 事故由来放射性物質の降下物の影響確認  － － － 

    第 299 条の４ 輸入廃棄物の確認 － － － 

    第 300 条 放射性液体廃棄物の管理 

－ ○ 

（放出管理目標値を廃止措置計画変更認可申

請書記載のとおり変更予定） 

－ 

    第 301 条 放射性気体廃棄物の管理 － － － 

    第 302 条 放出管理用計測器の管理 

－ ○ 

（廃止措置計画変更認可申請を踏まえた保安

規定への反映として、廃棄物処理設備排水モ

ニタの台数の変更予定） 

－ 

    第 303 条 頻度の定義 － － － 

第７章 放射線管理    

    第 303 条の２ 放射線管理に係る基本方針 － － － 
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伊方発電所原子炉施設保安規定 第２編 申請箇所 整理表 
 

 
 

変更後保安規定目次 
組織整備 

（R4.1.28 申請） 
1，2 号廃止措置計画変更（案） 影響 

  第１節 区域管理    

    第 304 条 管理区域の設定・解除 － － － 

    第 305 条 管理区域内における区域区分 － － － 

    第 306 条 管理区域内における特別措置 － － － 

    第 307 条 管理区域への出入管理 － － － 

    第 308 条 管理区域出入者の遵守事項 － － － 

    第 309 条 保全区域 － － － 

    第 310 条 周辺監視区域  － － － 

  第２節 被ばく管理    

    第 311 条 放射線業務従事者の線量管理等 － － － 

    第 312 条 床・壁等の除染 － － － 

  第３節 外部放射線に係る線量当量率等の測定    

    第 313 条 外部放射線に係る線量当量率等の測定 － － － 

    第 313 条の２ 平常時の環境放射線モニタリング － － － 

    第 314 条 放射線計測器類の管理 － － － 

  第４節 物品移動の管理    

    第 315 条 管理区域外等への搬出および運搬 － － － 

    第 316 条 発電所外への運搬 － － － 

  第５節 協力会社の放射線防護    

    第 317 条 協力会社の放射線防護  － － － 

  第６節 その他    

    第 318 条 頻度の定義 － － － 

第８章 保守管理    

    第 319 条 施設管理計画  － － － 

    第 319 条の２ 使用前事業者検査の実施 － － － 

    第 319 条の３ 定期事業者検査の実施 － － － 

第９章 非常時の措置                                                                     

       第 320 条 原子力防災組織 － 

○ 

（廃止措置の進捗に伴い、原子力防災組織の

うち当直構成について変更する。） 

－ 

        第 321 条 原子力防災要員 － － － 

        第 321 条の２ 緊急作業従事者の選定  － － － 

        第 322 条 原子力防災資機材等の整備 － － － 

        第 323 条 通報経路 － － － 

        第 324 条 原子力防災訓練 － － － 

        第 325 条 通  報 － － － 

        第 326 条 非常体制の発令 － － － 

        第 327 条 応急措置  － － － 

        第 328 条 緊急時における活動 － － － 

        第 328 条の２ 緊急作業従事者の線量管理等 － － － 

        第 329 条 非常体制の解除 － － － 

第 10 章 保安教育    

        第 330 条 所員への保安教育 － 

○ 

（廃止措置の進捗に伴い、運転員の教育対象

者の名称等を変更予定） 

－ 
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伊方発電所原子炉施設保安規定 第２編 申請箇所 整理表

 

変更後保安規定目次 
組織整備 

（R4.1.28 申請） 
1，2 号廃止措置計画変更（案） 影響 

第 331 条 協力会社従業員への保安教育 － 

○ 

（廃止措置の進捗に伴う、原子炉施設の運転に

関する業務の補助を協力会社従業員に行わせ

る場合の保安教育について規定予定） 

－ 

第 11 章 記録および報告 

 第 332 条 記 録 － － － 

 第 333 条 報 告 － － － 

添付７ 管理区域図 － － － 

添付８ 保全区域図 － － － 
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